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平成23年７月20日（水曜日）

午前10時０分開会

会議に付託された議案等

○県民政策及び行財政対策に関する調査

○その他報告事項

・東日本大震災に係る本県への避難者の状況に

ついて

・東日本大震災被災者受入応援事業に係る委託

先の募集について

・みやざき県民復興協力隊の派遣実績について

・自然エネルギー協議会の設立について

・宮崎県中山間地域振興計画（仮称）素案の概

要について

・地上デジタル放送（地デジ）について

出席委員（８人）

委 員 長 山 下 博 三

副 委 員 長 右 松 隆 央

委 員 外 山 三 博

委 員 星 原 透

委 員 宮 原 義 久

委 員 西 村 賢

委 員 鳥 飼 謙 二

委 員 前屋敷 恵 美

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

県民政策部

県 民 政 策 部 長 渡 邊 亮 一

県 民 政 策 部 次 長
緒 方 哲

（ 政 策 担 当 ）

県 民 政 策 部 次 長
城 野 豊 隆

（県民生活担当）

部参事兼総合政策課長 茂 雄 二

秘 書 広 報 課 長 甲 斐 正 文

総 合 交 通 課 長 中 田 哲 朗

中山間・地域政策課長 福 田 直

生活・協働・男女参画課長 大 脇 泰 弘

文化文教・国際課長 日 高 正 憲

情 報 政 策 課 長 長 倉 芳 照

広 報 企 画 監 松 岡 弘 高

総 務 部

危 機 管 理 局 長 甲 斐 睦 教

危 機 管 理 課 長 金 井 嘉 郁

事務局職員出席者

総 務 課 主 幹 馬 場 輝 夫

議 事 課 主 査 花 畑 修 一

○山下委員長 ただいまから総務政策常任委員

会を開会いたします。

委員会の日程についてでありますが、お手元

に配付いたしております日程案のとおりでよろ

しいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○山下委員長 それでは、そのように決定いた

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時０分休憩

午前10時２分再開

○山下委員長 委員会を再開いたします。

それでは、報告事項の説明を求めます。なお、

委員の質疑は、執行部の説明が終了した後にお

願いいたします。

○渡邊県民政策部長 おはようございます。本

日はよろしくお願いします。
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それでは、お手元の総務政策常任委員会資料

の目次をごらんいただきたいと思います。本日

は、大きな項目として４件の報告事項がござい

ます。なお、１番目の東日本大震災につきまし

ては、総務部から、本県への避難者状況につい

て全体の説明を行いまして、その後、県民政策

部から、東日本大震災被災者受入応援事業、み

やざき県民復興協力隊の派遣について説明を行

いたいと思います。詳細については担当課長か

ら御説明いたします。

私からの説明は以上でございます。

○金井危機管理課長 危機管理課でございます。

まず、先日の台風の被害の状況について一言

御報告させていただきます。

台風６号は、18日から19日にかけて日向灘を

北上いたしましたが、本県におきましても、県

並びに各市町村とも所要の体制をとりまして、

被害の状況につきましては、屋根の修理中に転

落した重体の方が１人おられますが、そのほか、

家屋の一部損壊が２件ほどの報告を受けており

まして、現在のところ、以上の状態で推移して

おります。今後も、台風シーズンが参りますの

で、所要の体制をとっていきたいというふうに

考えております。

それでは、今回の東日本大震災に係ります本

県への避難者の状況について御説明いたします。

資料の１ページをごらんください。

まず、避難者数の推移でございますが、この

数字は、表の下の米印にも書いておりますよう

に、総務省が全国の都道府県及び市町村と連携

して構築しております避難者情報システムに県

内で登録されている避難者の数であります。ち

なみに、このシステムは避難者の自己申告によ

るものでありますことから、地震、津波の被災

地や福島原発事故で避難区域として設定されて

いる地域以外の地域から、例えば原発事故に伴

う放射能被害を懸念して避難してこられている

方なども含まれております。

これによりますと、直近の７月14日の時点で、

岩手県からの避難者が４名、宮城県が39名、福

島県が85名、その他が20名、合計で148名となっ

ております。これまでの推移を見てみますと、

５月14日現在で合計86名であったものが６月14

日では128名、直近が148名と、この３カ月では

増加しております。しかしながら、合計で150名

程度とさほど大きな数ではないことや、比較で

きる期間が３カ月程度でありますことから、今

後さらに増加していくのかどうかにつきまして

は、判断が難しいと考えております。

なお、福島原発事故の長期化が今後どのよう

に影響するかということにつきましても、引き

続き留意が必要ではないかと考えております。

次に、２の避難者に対する主な支援の状況で

ございます。

まずは、①の公営住宅での受け入れでありま

すが、今回の地震、津波等による被災者が、県

営住宅あるいは市町村営の住宅に入居される場

合は、住宅の使用料、駐車場使用料を免除して

おります。また、公営住宅に入居できない被災

者あるいは既に民間賃貸住宅に入居されている

被災者につきましては、岩手、宮城、福島の３

県との協議によりまして、本県が民間住宅を借

り上げて被災者へ無償で提供する措置も講じて

いるところであります。

次に、②の生活必需品の提供・身の回りの相

談などでありますが、生活必需品につきまして

は、県民の皆さんや県内企業など―これは県

職員も含みますが―から提供いただきました

当座の食料や日用品といったものを、可能な範

囲で提供してまいりましたし、日本赤十字社が、
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岩手、宮城、福島の３県から県外へ避難した方

にも、家電品をセットで提供する支援を講じて

おりますので、その案内や事務手続などの支援

を行っているところであります。さらに、公営

住宅の団地自治会の協力もいただきまして、避

難者への声かけ、見守りなども行っております。

次に、③情報提供でありますが、避難元の県

や関係省庁から、避難者に対して、各種支援制

度などに関する情報を提供してほしいとの依頼

がございますし、また、本県としましても、避

難者の方々にお知らせすべき事柄がありますの

で、このようなものを取りまとめて定期的に直

接郵送しているところであります。

最後に、④、県としての雇用・研修受け入れ、

中山間地域での雇用支援であります。県立農業

大学校や高等水産研修所での非常勤職員として

の雇用または研修の受け入れ、あるいは中山間

地域で被災失業者を雇用する企業などを支援す

ることによる受け入れ促進など、さきの６月議

会で補正予算を承認いただきました事業にも取

り組んでいるところであります。

今後とも、今回の大震災の復興・復旧の状況、

それに伴う県内への避難の状況や避難者の置か

れている状況などを踏まえつつ、県としても必

要な支援に取り組んでいきたいと考えておりま

す。

最後に、つけ加えでございますが、資料はご

ざいませんが、１点御報告を申し上げたいと思

います。これまでに委員会で御説明しておりま

した県の防災会議に設置されております※地域専

門部会の第１回目の会議を、来週の月曜日25日

に開催することになりました。部会の委員の皆

様方は国内でも数少ない専門家の先生でありま

すことから、日程調整に手間取り、公表が遅く

なりましたが、御報告を申し上げたいと思って

おります。

私からの報告は以上でございます。

○福田中山間・地域政策課長 それでは、委員

会資料の２ページをお願いいたします。東日本

大震災被災者受入応援事業に係る委託先の募集

について御説明いたします。

１の募集期間は、第１回の募集期間としまし

て、７月８日から22日までの２週間としており

ます。

２の応募要件は、①として、事業所が県内の

中山間地域にあること。②として、先般の常任

委員会での委員からの指摘も踏まえまして、雇

用に加え、住まいや心のケアなども含めた総合

的な受け入れ態勢があること。③として、緊急

雇用創出事業臨時特例基金の各種要件を満たし

ていることとしております。

３の委託内容は、被災失業者を雇用し、生活

の再建を図ることとしております。

４の委託費の内容としましては、賃金、諸手

当等の人件費としており、１人当たりの上限額

を月20万円としております。

５の今後の予定としましては、22日に第１回

の募集締め切りを行った後、審査、委託事業者

の決定等を行いたいと考えております。

私からは以上でございます。

○大脇生活・協働・男女参画課長 委員会資料

の５ページをごらんください。みやざき感謝プ

ロジェクトの一環としまして福島県いわき市に

派遣しておりました、みやざき県民復興協力隊

につきまして、７月９日をもちまして活動を終

えましたので、その実績を御報告いたします。

１の派遣期間につきましては、１クール６日

間で第５班まで派遣を行いました。月曜日と土

曜日は移動日ですので、実質の活動は各班４日

※次ページに訂正発言あり
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間でございました。２の派遣人員は、各班20名

の計100名、１班から３班までは経済団体協議会

を通じて募集し、４班と５班につきましては、

一般県民から募集をいたしました。参加者を男

女別で見ますと、下の表のとおり、一般県民か

ら募集しました４班、５班につきましては、女

性の方にも参加していただきましたので、全体

では男性94名、女性６名となりました。また、

年代別に見ますと、20歳代を中心に50歳代まで

の方に参加していただいております。

３の活動場所は、福島県いわき市の海岸部で

ありました。参考として米印にいわき市の被害

状況を挙げておりますが、死者308名、行方不明

者42名、住宅被害が３万9,292棟でありまして、

中でも海岸部につきましては津波被害が激しく、

右の上の写真でございますが、人口800人のう

ち22.5％の180人が亡くなり、また、家屋200戸

のうち全壊189戸という壊滅的な被害を受けた地

区もありました。

次に、４の活動内容としましては、被災家屋

内外の片づけ、がれきの撤去、ごみの選別・搬

送、側溝の清掃、かまぼこ工場内の清掃など、

さまざまな作業に従事していただいております。

下の米印のところにありますように、梅雨の

時期で天候を大変心配しておったんですが、小

雨による一時待機や作業中断はありましたけれ

ども、５班ともおおむね予定どおりの活動をす

ることができました。派遣先のいわき市社会福

祉協議会からは、ボランティアの数が少ない平

日に計100名、延べにしますと400人になります

ので、そういった活動をいただいたということ

につきまして感謝の言葉をいただいております。

また、参加者全員無事に活動を終えまして、参

加者からは、今回の体験を地元で伝えたい、ま

た、この活動を宮崎のために生かしたいなど、

前向きな感想をいただくこともできました。以

上でございます。

○金井危機管理課長 １点訂正をお願いいたし

ます。先ほどの御報告の中で、地域専門部会と

いう表現を使ってしまいましたけれども、これ

は県の防災計画に基づきます地震専門部会でご

ざいます。11人の専門委員の方に検討いただく

ものでございますので、訂正させていただきま

す。どうも済みませんでした。

○山下委員長 執行部の説明が終わりました。

委員の皆様の質疑はございませんか。

○星原委員 まず、１ページの本県への避難者

数の推移なんですが、７月14日時点で148名とい

うふうになっております。これは小学生、中学

生も入っているのか。家族の場合だとそういう

子供さんたちも含まれているとは思うんですが、

子供の数はわかるんですか。

○金井危機管理課長 私たちが調査しましたも

のは６月21日現在のものでございますけれども、

これによりますと、総勢135という数字の分母に

対しまして、10歳未満が40名、29％含まれてお

ります。10代が18名、13％、20代が11％と、20

代までで約50％含まれておるような状態でござ

います。50代以上につきましては15.5％と、若

い方が中心といったような状態でございます。

以上でございます。

○星原委員 公営住宅に入居できない場合、民

間住宅ということになっているんですが、民間

の住宅を提供している人たちは何人かいらっ

しゃるんですか。

○甲斐危機管理局長 被災者につきましては、

被災証明書、罹災証明書に基づきまして県営住

宅等には無料で入れるんですけれども、中には

ペットを持ってこられたり、そういうことで入

られない方―今のところいないと聞いていま
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すけれども、もしそういう方がおられたときに

は、こういった形で対処したいということでご

ざいます。

○金井危機管理課長 現在のところ、統計的に

は把握されていないところで、申し込みがない

というのが現実ということで伺っております。

先ほど局長から言っていただきましたとおり、

いろいろな理由のある方がおられまして、そう

いうことも前提に進めさせていただいておりま

すので、受け入れ準備については整っておると

いうふうに考えております。

○星原委員 ③で、定期的に直接避難者へいろ

んな情報の提供とあるんですが、行政側から一

方的にやる場合には、相手方にうまく意思が伝

わらなかったりする場合もあるんですが、県か

ら市町村に行って、市町村の担当者が直接会っ

て話すとか、心配事や相談事の相談までは乗っ

ているというふうに理解していいんですか。

○金井危機管理課長 先日までは各担当でばら

ばらに郵送しておったものですから、窓口がか

なりふえておったんですけれども、これを一本

化いたしまして、危機管理局のほうで受け取り

まして一括して郵送させていただいております。

ですから、窓口もワンストップ的に考えて、う

ちのほうから照会いたしますし、ほかの相談が

あれば、対応して各相談先を指定させていただ

いているのが現実でございます。

○星原委員 親類とか友達とかそういう関係で

来た人たちは、そういう方々にいろんな意味で

相談とかあるだろうと思うんですが、そういう

ことなくして宮崎県に来た人の場合は、言葉か

ら生活環境から随分違うだろうというふうに思

いますので、せっかくならそういう点に配慮し

てほしいと思いますので、よろしくお願いした

いと思います。

○宮原委員 避難者のところで、先ほど年代は

聞かせてもらったんですが、どういった仕事を

されていた方がこちらのほうに避難されている

かという統計はとっておられるんですか。

○金井危機管理課長 年代的なものとか男女別

は把握されておるんですけど、職業別というの

は、県を通してということではございませんで、

職業安定所等を通じまして公共的にやっておる

ものですから、今のところ把握されていないと

いうのが現実でございます。

○宮原委員 避難も、一時避難という感じの部

分なのかなとは思うんですが、完全にこちらに

来られていいとかというようなこともわからな

いんですね。こちらに永住していいよというよ

うな状況があるのかということもわからないで

すね。

○金井危機管理課長 基本的には一時的な避難

と考えておりまして、こちらに永住ということ

についての調査はやっておりません。ただ、心

情的に見ても、やはり地元に帰りたいというの

が心情かと思っておりますし、それも踏まえま

した対策というのが必要かというふうに考えて

おります。

○宮原委員 受入応援事業について、上限20万

円を新規雇用者の人件費ということで委託で出

しますよということです。今後の予定という形

で契約まで結ぶんですけど、大体何人ぐらいを

予定されているんですか。

○福田中山間・地域政策課長 今後の予定の部

分で、第１回の募集をこれで終わりまして、今

後第２回、第３回とやっていく予定であります

が、予算的には10人前後雇うだけの金額を確保

しております。

○鳥飼委員 １ページですけれども、津波、地

震、原発で必死の思いで避難されてきている皆
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さん方が148名おられると。知事もしっかり支援

をしていこうということで、県内に来られた方、

そしてまた、被災地に対しての支援の内容が先

ほど御報告されたわけです。そこで、危機管理

課が把握するのかどこがするのかわかりません

が、148名という人たちは、市町村ごとにどこに

おられるというのは把握しておられるんですね。

○金井危機管理課長 これにつきましては、避

難された方の自己申告でございまして、避難し

た市町村に対する申告で、市町村からの報告に

よって統計がとられております。ちなみに、６

月21日のものしか手元にないんですけれども、

宮崎市が約57％、次いで多いのが日南の10％、

以下、各市町に来ておる状態でございまして、

各市町村の状態を見まして把握されております。

それと、私どもの情報連絡、先ほど言いました

とおり、各居住地に郵送させていただいており

ますので、居住市町村は把握されておるのが現

実でございます。

○鳥飼委員 いろんな支援策が言われていると。

本人が申告しなければ把握できないという状況

なんですか。ここは、何らかの手だてで把握を

していくことの必要性というのはないんでしょ

うか。

○金井危機管理課長 県のホームページ等にお

いても、避難された方へという連絡はあってお

るんですが、身内のところに避難されておる方

とか、申告がない限りについては県で把握が困

難なところもございまして、その申し出待ちと

いったのが現実でございます。

○鳥飼委員 そうしますと、公営住宅の支援と

かやっておられるけれども、それについても、

公営住宅に何名入っている、市町村営に何名入っ

ている、民間に何名入っているというのも、一

部しか把握できていないということになるんで

しょうか。

○金井危機管理課長 民間につきましては、把

握していないんですが―アパートを借りてい

るというのは聞いていないんですが、親族のと

ころに避難しているというのが引き算になろう

かと思っております。公営住宅の相談が現在ま

で142件あっております。７月19日現在で26件86

名が公営住宅に入っていただいておるという現

実でございます。以上です。

○鳥飼委員 わかりました。どこが把握をする

のかというのは一つあるんですけれども、いわ

ば逃げてきた状態ですよね、皆さん。テレビに

出られた漁業の日南の方やらいろんな方がおら

れると思うんですけど、しっかり把握をして必

要な支援というのを掘り起こしていく。具体的

には市町村でやっていただくことになると思う

んですけれども、そういうことが必要ではない

かという気がするんです。向こうからこちらに

来られて、放射能からも逃げたいという人もあ

るし、いろんな事情で来られているわけです。

そこに対して、宮崎県が支援をしますよと言っ

ているわけですけど、その支援が避難された方

に届くということが大事だと思うんです。その

ことのためにはやはり把握をしていかなくては

ならないと。例えば民生委員さんを通じて地域

の実情を把握する。どれだけの人たちが避難し

てきているんだろうか。それに対して県や市町

村はこういうような支援を打ちますよというこ

とを言っているけれども、本当に届いているん

だろうかということがなくてはならんのではな

いか。特に今回の原発震災という状況の中では

大事ではないかと思いますので、危機管理課が

するべきかどうなのかというのはわからないん

ですけれども、市町村を含めた宮崎県全体とし

てそういうことをやって、きめ細かな支援をやっ
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ていくということをぜひお願いしておきたいと

思います。いろんな支援の状況とか書いてあり

ますから、これが具体的に支援されているんだ

なと思うんです。だけど、把握していなければ

それがわからないわけですから、それをしてい

ただくことが大事じゃないかというふうに思い

ますので、ぜひよろしくお願いしたいと思いま

す。

○前屋敷委員 今のに関連してですけれども、

１ページで、今、公営住宅に入居されておられ

る方が26件で86名。この26件というのは26世帯

というふうに考えていいんですか。

○金井危機管理課長 世帯とイコールではない

というふうに伺っております。家族が何世帯か

一緒になって１グループとなって来ておるとい

うことも伺っておりますので、世帯ということ

ははっきり言えないと思います。ただ、届け出

件数によりまして、26件の届け出があって86

名。26グループという形になろうかと思います

けれども、そのような把握の仕方になろうかと

思っております。

○前屋敷委員 公営住宅への相談が142件あった

ということで、実際26件で86名の方が入居とい

うことなんですけど、そのほかの方々について

は、先ほど言われた親戚の方を頼るとか、民間

は把握されておられないと言われたんですけど、

民間の住宅などへ入居されておられることも想

定されるわけですね。民間となると、公的に借

り上げて無償で提供されるということなんです

けど、そういうところまでの説明とかそういう

のが徹底されているのか。民間はわからないと

いうことだったので、実際そういう手続をして

入っていらっしゃる方はいらっしゃらないとい

うふうに見ていいのかどうかですね。

○金井危機管理課長 142件の相談があっており

ますけれども、罹災証明のないところもござい

まして、そういったところに対する公営住宅の

あっせんができない状況はあります。ですから、

民間のアパート等を推薦して近所で紹介すると

いうことはあっておりますけれども、現実にそ

こに住まわれたかどうかというのは今のところ

わかっていないところもあります。罹災された

証明があれば公営住宅に入っていただけますし、

罹災証明があれば、民間に入りましてもそれの

補助的なものができますので、その手続上の指

導もしているところであります。ですから、罹

災証明があるなしで考えております。

それと、142件のうちには、県外からの電話に

より、行きたいが、どんなことがしていただけ

るのかという問い合わせ等も来ておりますので、

実際県に来られて相談の方という数字以外に膨

らんでおるというふうに伺っております。

○前屋敷委員 今お話も出ましたけど、被災さ

れた方々ですので、やはりそこはしっかりと手

厚い支援といいますか、そういうものを心がけ

ていただきたいと思います。

それと、支援物資の件なんですけど、被災さ

れた方々へ提供されるということですが、県民

の皆さんから提供を受けた日用品ということで、

かなりいろんな支援物資が届いているというふ

うに伺っているんですけれども、そこの把握だ

とか管理だとか被災者の方々への提供だとかい

うのは、担当はどちらになるんですか。危機管

理課にお伺いしてわかるのかどうかちょっとと

思っているんですけど。

○金井危機管理課長 窓口は危機管理課でも結

構なんですけど、支援物資につきましては、福

祉保健部のほうで一括して担当しております。

仕分けの仕方につきましても、本当に必要なも

の、使えるものがあるか―すべて使えるかと
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いったら、ちょっとないものですから、一応あ

る程度ストックした上で、必要なもの、ニーズ

に応じて対応しておるというのが実情でござい

ます。あと、日本赤十字が家電６品目の製品等

の対応もしておりますけれども、今のところ、

これについてはない状態でございます。ただ、

準備はできておりますので、申し入れがあれば

対応していきたいというふうに考えております。

○前屋敷委員 支援物資に関連してのことなん

ですけど、福祉保健部が窓口ということなので、

そちらでお考えがあるのかもわかりませんけど、

基本的な考えとして、どういったものが県民の

皆さんから寄せられていて、その管理はどこで

されておられるのか。それと直接お伺いしたい

のは、千葉のほうから避難してこられた方がい

らっしゃって、支援物資の件で現地だとか東北

の方などと連絡もとられる方なんですけど、被

災現地では支援物資が、種類もそれぞれなんで

しょうけど、不足しているのがたくさんあって、

そういうものが県にストックされているという

状況なんです。運搬ルートの問題とかいろいろ

あって、県から現地に送り出すことが難しいん

だという話を聞かれたそうなんです。ですから、

今ある支援物資を有効に活用する点では、もち

ろん宮崎に避難してこられた方々に優先的にそ

ういう物資は届けることが基本なんでしょうけ

ど、しかし、今あるものについて、宮崎で使わ

れないものなどについては、被災地等とのいろ

んなコミュニケーションで把握して、有効に活

用できる手だてをとることも必要じゃないかと

いうふうに思っているんです。基本的な考えと

して、そういう手だてを考えておられるのかど

うかというあたりをお伺いしたいんです。

○金井危機管理課長 御指摘のとおり、被災者

の支援というのは最重点に行われるべきものだ

というふうに伺っております。現在、県民等か

らいただきましたものにつきましては、把握で

きている範囲で、10人程度に配付させていただ

いております。中身につきましては、テレビ、

冷蔵庫、洗濯機、ストーブ、食器類、衣類、米、

飲料水などを提供しているものでございます。

ただ、量的に豊富にあるかといいますと、これ

もすべて県民、各企業等からの支援がもとになっ

ているものですから、量的には余りないという

のが現実でございます。

ただ、被災県等に送るものとなってくると、

ニーズもかなり変わってきておりますし、最近

では、野菜、ジャガイモ類とか食料品の要望が

あってお送りしているところもございますし、

ニーズに応じた対応が必要ということで検討し

ておるところであります。ただ、すべてこたえ

きれるかというと難しいところもございます。

特に食料品であれば、こちらから送るよりも、

現場で調達するのが一番新鮮で確実なものとい

うふうに伺っておりますので、向こうで調整し

ていただくのも一つの手段かなというふうに考

えております。以上です。

○前屋敷委員 一つ申し上げたいのは、県民の

そういう心をすべて有効に活用するといいます

か、届けるという意味では、県としてのいろん

な努力、工夫も必要かなというふうに思います

ので、ぜひその点の御努力をお願いしたいと思

います。

○鳥飼委員 公営住宅での入居受け入れの手続

ですね、具体的には、避難してきた人たちはど

ういうものを書類として準備していくというこ

とになるんでしょうか。

○金井危機管理課長 私どもは住宅の手続は把

握していないんですけれども、建築住宅課のほ

うが窓口になっておりますので、こちらで御相
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談していただいて手続を進めさせていただいて

いるところでございます。まず、罹災証明が必

要であると考えております。ただ、後の手続に

つきましては簡略化しておるというのが現実で

ございます。最初のころは罹災証明も無理だっ

たということも伺っておりまして、住んでいた

住所を地図上で示していただいて、その段階で

罹災証明にするとか手続の省略化を図っておる

ところであります。

○鳥飼委員 具体的には建築住宅課ということ

ですが、罹災証明は市町村長が原則発行するん

ですよね。役場機能、市役所機能が損傷してい

る場合は、その代替をしていくということで弾

力的にやっておられるということですけれども、

それ以外で、原発の放射能を恐れて避難してき

ている人も結構いるわけです。罹災証明を持っ

ている方、持っておられない方がいると思うん

ですけれども、持っておられない方に対する対

応というのはどんなふうになっているんでしょ

うか。

○金井危機管理課長 原発におきましても、避

難対象地域というのがございまして、それに伴

うところの罹災証明的なものは発行可能かと思

います。ただ、避難対象地域以外、例えば千葉、

東京からの相談もございまして、そういったと

ころにつきましては罹災証明はとれませんので、

民間のアパート等を紹介するといった程度で対

応しておるところでございます。

○鳥飼委員 避難地域、準備区域とかいろいろ

ありますね。段階がある。それ以外のところも

かなりの放射能が出ているというか、きのうの

政府の発表では200万分の１になっていると。12

日、13日の状況というのは、第一原発３号機は

核爆発が起こったんじゃないかと言う人もいる

んです。水素爆発と言われていますけれども。

ですから、物すごい放射能といいますか、噴出

していると。今、セシウムの稲わらの問題が、

そういう地域に指定されていないところで生産

している稲わらを使って、テラベクレルとか何

とかベクレルということで大変な状況になって

いるわけです。政府がしっかりとスピーディに

国民に注意喚起をしなかったこと自体からさか

のぼっていくわけですけれども、そういう状況

ですから、今、課長が言われた避難準備区域と

かそういう範囲を超えてかなりの量の放射能が

今でも出ていると。そういうところから避難で

きる人、避難できない人がいるわけですけれど

も、そういう人たちに対しては、避難をしてき

ても、今のところは何の支援もしていないとい

うことなんですね。それについてはどうなんで

しょうか。

○金井危機管理課長 コンパスで線を引くよう

にここから300メートル以外はだめですよとか、

そういう基準的なものにつきましてはなかなか

判断が難しいかと思っております。例えば20キ

ロにしても範囲にかかるところ、かからないと

ころが出てこようかと思いますし、そのような

対応でございますけれども、罹災証明がないと

なかなか難しいこともございます。ただ、それ

は全くだめだということではなくて、相談によ

りまして、各県に照会したり、相手の相談には

真摯に応じるように対応しておるというふうに

伺っております。

○鳥飼委員 そういう基準は決められている被

災証明、罹災証明のようですけれども、しかし、

それでは極めて不十分なのが原発震災の結果だ

と思っているんです。僕らのような年になった

ら、40歳以上になったら、汚染されたものを食

べてもそんなに影響はないと言われていますけ

れども、乳児とか小学生とか、40歳未満、活発
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に活動している人たち、細胞分裂といいますか、

どんどん成長している人たちにとっては物すご

く影響が大きいと。ＤＮＡが破断をされてとい

うことで。僕らのような年でもがんについての

危険性が高まっているというのはもちろんある

んですけれども、成長途上にある子供、妊婦と

か、そういう人たちにとっては物すごく考えら

れないことが起こる可能性があるわけです。直

ちに影響がある人たちは、ＪＣＯでわかりまし

たように40日後に死んでいるんです。元気にぴ

んぴんしておった人が40日で亡くなるというよ

うな状況ですから、直ちに影響がないというの

は、その後影響があるということで避難をして

くるわけですから、何らかの手だてというのは

配慮してしかるべきではないかなと思っている

んです。原発に対する認識が宮崎県としても問

われてきているんじゃないかというふうに思い

ます。できたら、可能な限りそういう支援をし

ていっていただきたいと思いますので、十分な

議論、検討をお願いしたいと思います。

○甲斐危機管理局長 私どもの被災に対する支

援は、被災地に対する支援というのが一つの大

きな柱ですけど、宮崎に避難された方を支援す

るということがもう一つの大きな柱でございま

す。ただ、制度的には確かにそういった罹災証

明書、具体的には、現地の津波・地震で家が全

壊された方、原発の30キロ以内に住んでいる方、

そういった方は向こうできちんとした罹災証明

書が出る。そういったものを持ってこられる方

は県営住宅に入れるとかあるわけです。しかし、

それ以外で宮崎に自主的に避難された方もおら

れまして、そんな方も私どもとしては救済の対

象にする。県民の方からいただいた品物で必要

なものは持っていただいておりますし、情報も

提供しておる。限られたものでありますけれど

も、できることがありましたら、そんな方たち

も支援するということを方針として対応してい

きたいと思っております。

○星原委員 １ページの④の雇用支援なんです

が、我々の地元において、今、かなり景気が悪

くて仕事がなくて、何かどこかにという話もあ

るわけです。実際の流れの中で、企業等の支援

ということなんですが、２ページの受け入れの

ほうで上限20万、こういう形があるから、企業

のほうでもこういう形であれば受け入れようと

いう企業になっているのか。そういう企業なん

かの把握というのは、企業側から、うちではこ

ういうことで何名引き受けていいですよ、そう

いうようなことの募集というか、そういうこと

はやられていて、そういった内容を被災された

方々に、こういったところだったらありますよ

というような提供の仕方をされているんですか。

どういうふうな形になっているんですか。

○福田中山間・地域政策課長 この事業のＰＲ

の仕方ですけれども、事業者に対して、まずこ

の事業を使っていただくことをＰＲしておりま

して、あわせて、被災者、避難者の方にも周知

広報を今いたしておるところでございます。地

元でもともと仕事が少ない中で、この事業のニー

ズがあるかどうかということかと思うんですが、

この事業ですと、20万円まで県のほうから委託

という形で丸々金額が出ますので、そういう意

味では非常に使い勝手のよい制度であるのかな

というふうに思っております。今、募集期間中

ではございますが、既に何件か問い合わせが入っ

てきておりますので、そういう意味ではニーズ

が一定程度あるのかなと感じております。

○星原委員 この20万円の受け入れの事業とい

うのがいつまで続けられるのかにもよるだろう

と一つは思いますし、被災された方々を宮崎県
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で受け入れようとするのであれば、こういう仕

事の中身でこういうことだったら、これぐらい

の数の人たちを宮崎県内の企業が受け入れでき

ますよと。そういった発信も一方でやっていか

ないと、来られてから何か探して、研修とかい

ろいろ書いてあるんですが、そういうのを受け

ながらの研修の中でなのか。多分生活に困って

いらっしゃる方々がいて、どこかに移住したい

というか移っていきたいという気持ちの方々に

対しては、県内でこういう職種のこういう仕事

の中身の内容のことで、こういう企業でこれぐ

らいの感じで受け入れができて、将来的にも、

１人当たり上限20万がいつまで続くかわかりま

せんが、それを過ぎた後でもちゃんと正規雇用

として使えるような形でないと―半年とか１

年支給される間はいいんですけど、その後がま

たとなると、また仕事を探さなくちゃいけない

というものが出てくると思うんです。だから、

家族がいたりすればそういう不安な面もあるで

しょうから、先々に向けてもちゃんとした仕事

で紹介できるような企業、その企業に対しても

そういう説明をぴしっとして、ちゃんとした受

け入れ体制ができるような感じに最終的には

持っていくべきじゃないかというふうに思うん

ですが、そういう話し合いというか、あるいは

そういうことで企業等との連携のとり方なんか

をされているものなんですか。

○福田中山間・地域政策課長 まず、被災者と

企業とのマッチングにつきましては、我々、周

知広報するとともに、ハローワークのほうにも

お願いしましてマッチングについて支援をいた

だいているところでございます。

継続雇用についてですが、被災者の方は、一

たん避難されてまた帰られるという方、避難さ

れてずっとこちらに住みたいという方、ニーズ

はさまざまだと思っております。この事業はこ

とし１年が原則なんですけれども、更新もでき

るようになっておりますので、そういう意味で

は、ことしやって、引き続き来年も働きたいと

いう方がいらっしゃいましたら、来年度も引き

続き雇用できるようにしてまいりたいというふ

うに考えております。

○星原委員 精神的な面でも、金銭的な面でも、

被災された皆さん方は苦労されていると思うん

です。せっかく宮崎に来られて、半年とか１年

で帰られる人もおるでしょうし、よければ住ん

でもいいという方も出てくるだろうと思うんで

す。そういう方々のために宮崎県として、宮崎

県独自の何らかのフォローできる部分はフォ

ローできるようなものまで提案・提供できるよ

うなこと等があれば、そういうことも研究して

おくべきじゃないかというふうに思います。ぜ

ひそういうことについてもいろんな角度から応

援してあげていただきたいと思いますので、お

願いいたしたいと思います。

○福田中山間・地域政策課長 この事業だけで

なくて、１ページの２番のところに書いてあり

ますような各種の支援制度と連携しながら支援

を行っていきたいというふうに思っております。

○西村委員 今の関連で、私は、中山間・地域

政策課長じゃなくて部長にお伺いしたいんです

けれども、そもそも被災者を応援するというこ

とが大前提なのに、中山間地に限定した理由は

何なんですか。被災地の方が親戚を伝ってくる、

知り合いを伝ってくるのは、必ずしも向こうが

期待するとか希望するところじゃないと思うん

です。宮崎市であったり、えびの市だったり、

わからないわけですけれども、その方々がたま

たま行ったところによってこの支援体制がある

なしというものは―被災者から見たら、使い
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勝手の悪い政策をわざわざ宮崎県がつくる理由

がわからないと私は思うんですが、この大きな

考え方があればお願いします。

○渡邊県民政策部長 今、御質問の件は確かに

そうなんですが、実はこの事業以外に、農政水

産部、商工観光労働部、市町村がこの基金事業

を使った事業を構築しております。したがいま

して、我々としましては、中山間・地域政策課

が、事業構築の中では中山間地域という形でつ

くったということです。これ以外にないという

ことじゃないんです。詳しくは後で課長が説明

しますけど、各部が持っていまして、我々は全

体を見ているんですけど、きょうの委員会資料

ではこの部分しか出ていませんので、そのあた

りは御了解いただきたいと思います。

○福田中山間・地域政策課長 この事業の考え

方でございますが、うちの事業につきましては、

自然豊かで地域のきずなの強い中山間地におい

て、被災者の心のケアを含めた生活再建と本県

中山間地域の活性化、これを目的とするもので

ございます。今、部長から御説明ございました

ように、農政水産部のほうで、１ページの下の

ほうに書いております農業大学校等における雇

用、研修受け入れを行っておりまして、別途、

商工観光労働部のほうでも被災者の雇用のため

の事業をやっております。あと、県だけではな

くて、市町村のほうでも同じように、基金を活

用した被災者の受け入れ支援、雇用支援を行っ

ておりますので、県の各部の事業、市町村の事

業、こういったものと連携して、トータルで受

け入れ支援を行っていきたいと思っております。

○西村委員 わかりました。ほかにもいろんな

事業があって、たまたまこの中山間地を担当さ

れている課長のもとでこれをされているという

ことなんですが、そういうものもできれば一つ

にならんのかなと、県として打ち出すのであれ

ば。言葉は悪いですけど、宮崎県として中山間

地を盛り上げていかにゃいかんという思いはわ

かります。それにちょっと利用するという言い

方は悪いんですけど、そのようにも私は感じて

しまうんです。先ほど言った商工、農政、各市

町村自治体、それと連携したものを一つにして

どんと出す方向のほうがいいのかなと私は思っ

たものですから、質問させていただきました。

ありがとうございます。

○右松副委員長 現段階で何人ぐらい―もち

ろんマッチングとかで企業からの要請もあるん

でしょうけど、これを希望されている人は何人

ぐらい今出てきているんでしょうか。

○福田中山間・地域政策課長 現在、募集期間

中ですので、まだ確たる数字があるわけではご

ざいませんが、既に都城とか串間、綾町、こう

いったところから問い合わせが来ておるところ

でございます。

○右松副委員長 中山間地域への被災者の受け

入れを応援するという立場からいろいろと質問

させていただきたいんですけれども、月額20万

ですが、これは丸々というふうに言われました

が、どれぐらいの金額を出すかという基準みた

いなものは設けておられるんでしょうか。

○福田中山間・地域政策課長 20万円までを県

の委託事業としてやるということになりますの

で、30万払いたいということであれば、20万を

県の委託でやって残り10万を企業の手出しでや

るということも可能になっております。なぜ20

万円としたかということでございますが、ハロー

ワーク宮崎の中途採用者の賃金、社会保険料の

合計を平均しますと20万円程度となりますので、

こういったことを勘案しまして上限20万円とい

う設定をさせていただいております。
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○右松副委員長 先ほど星原委員のほうから期

間のことも言われましたけれども、これは事業

費が1,800万ですね。20万で換算して半年で120

万と。ということは15名分の事業費しか―し

かというのが適切かどうかわかりませんけれど

も、ないという形になるわけですが、その辺の

事業費とこの20万の支出のバランスに関しては

どのように考えていらっしゃいますでしょうか。

○福田中山間・地域政策課長 事業費の積算で

ございますが、我々の計算としましては、月当

たり１人20万円掛ける９カ月掛ける10人、これ

で1,800万円ということで予算を組ませていただ

いております。

○右松副委員長 受け入れを中山間でやってい

くということで、強いミッションを帯びた中身

ですけど、10名以上にふえてきた場合の対応は

どのように考えていらっしゃいますでしょうか。

○福田中山間・地域政策課長 10名以上にふえ

てきた場合、予算の範囲内で執行できるように

なっておりますので、９カ月という数字を例え

ば半年にして15名雇うですとか、そういう柔軟

な対応をしてまいりたいと考えております。

○右松副委員長 ちょっと質問を変えますけど、

今、７月14日時点で148名。細かいところまでは

出ないかもしれませんが、世帯数と働いている

人は何人ぐらいこの中でおられるんでしょうか。

○金井危機管理課長 私のほうから世帯数だけ

御報告させていただきます。148に対しまして、

先ほど言いましたように完全な世帯数ではござ

いませんけれども、56世帯という計上の仕方を

させていただいております。148のうち56世帯と

いう計上の仕方でございます。以上でございま

す。

○福田中山間・地域政策課長 労働者数につい

ては把握しておりませんが、御参考までに男女

の数を申し上げますと、女性が82名、男性が53

名となっております。

○右松副委員長 それから、中山間地域に住ん

でいらっしゃる方とそれ以外の方の割合を教え

てもらえますでしょうか。

○福田中山間・地域政策課長 ６月21日現在

の135人の中で、中山間地域にいらっしゃってい

る方が44人、率にして32.6％いらっしゃいます。

○右松副委員長 もう１点質問なんですが、先

ほど来いろいろと話が出ていますが、公営住宅

は使用料の免除措置、それから、民間賃貸の場

合は県が借り上げて無償で提供すると。これは

災害救助法による措置というふうに出ておりま

す。災害救助法で都道府県が負担すると。県の

財政力によっては国が負担するという形で出て

おるんですが、こちらの事業に関する県の負担

率、これは全額県が負担していくのか。どのよ

うに措置していくんでしょうか。

○金井危機管理課長 負担率という線引きは私

たちも把握していませんけれども、必要な経費

等につきましては県で代替をいたします。被災

県に求債するわけですけれども、その県としま

しては、今度は国に全額求めていくことになっ

ておると伺っております。

○右松副委員長 支出した分は全額国のほうか

ら戻るということでよろしいでしょうか。わか

りました。ありがとうございました。

○山下委員長 なければこれで終わりたいと思

います。以上をもって東日本大震災関係につい

ては終了いたします。執行部の皆様、お疲れさ

までした。

暫時休憩いたします。

午前10時58分休憩

午前10時59分再開
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○山下委員長 委員会を再開いたします。

引き続き報告事項の説明を求めます。

○茂総合政策課長 委員会資料の６ページをお

願いいたします。

自然エネルギー協議会の設立について御報告

をいたします。

１の設立にありますとおり、ちょうど１週間

前になりますけれども、７月13日、秋田市にお

きまして設立総会が開催され、協議会が設立さ

れたところであります。この協議会につきまし

ては、行政と企業が集まりまして、自然エネル

ギーの普及・拡大について協議をする場として

設立されたものであります。本県は、ソーラー

フロンティア構想を掲げ、メガソーラーあるい

は住宅用システムの普及等に取り組んでおりま

して、他の自治体や企業と意見交換あるいは情

報交換ができる場にもなりますことから、この

協議会に参加したところでございます。

次に、２の参加自治体でございますけれども、

本県を含めまして35の道府県となっております。

それから、３、会議の結果概要についてであ

ります。まず、（１）にありますとおり、役員及

び規約が決定されました。各ブロックからの推

薦を受けまして、会長には岡山県知事、副会長

には神奈川県知事と徳島県知事がそれぞれ就任

をされました。また、事務局長はソフトバンク

の孫社長に決まりました。

次に、（２）秋田宣言でございます。具体的に

は７ページに書いてございますけれども、この

宣言につきましては、自然エネルギーの普及・

拡大に向けたものでありまして、行動宣言と政

策提言で構成されております。内容の詳細につ

きましては７ページにございますので、後ほど

ごらんいただきたいと思います。

最後に、（３）今後の活動予定でございます。

今回採択されました秋田宣言につきまして、会

長及び事務局長が総理大臣及び経済産業大臣に

提出する予定であります。なお、次回の開催に

つきましては、現在国会において審議中であり

ます再生可能エネルギー法案の行方を見きわめ

まして第２回を開催する予定ということでござ

います。

それから、資料にはございませんけれども、

ソフトバンク社におきましては、現在、20メガ

ワット級のメガソーラーを全国に10カ所程度設

置するという構想を持っております。この太陽

光発電につきましては、非常に広大な面積が必

要であること、あるいは発電の単価が高いこと、

あるいは電力の安定性といった面で解決すべき

課題も多々ございますので、まずはこれらの課

題を解決していくことが大事であると考えてお

りまして、ソフトバンク社の構想につきまして

は、これらの課題を解決していくためのリーディ

ングプロジェクトになるというふうに考えてお

ります。

なお、ソフトバンク社におきましては、北海

道の帯広市に太陽光発電の実験プラントを年内

にも着工いたしまして実証実験を進めると。そ

して、そのデータについては各自治体に提供す

るということのようでございます。本県におき

ましては、規模は20分の１程度と小さいんです

けれども、都農町等におきますメガソーラーの

発電事業が既にスタートしております。本県に

おきまして、お話がありますように、20メガワ

ット級のメガソーラーの立地に取り組むかどう

かにつきまして、50ヘクタール程度の非常に大

きな面積が必要でありますので、この面積が確

保できるかといったこと、あるいは新エネルギー

につきましての全量買取制度がどうなっていく

かといった不確定な要素が多いことから、現在
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その可能性について検討しているところでござ

います。

報告は以上でございます。

○福田中山間・地域政策課長 委員会資料の８

ページをお願いします。宮崎県中山間地域振興

計画の素案について御説明いたします。

８ページには概要を記載しておりますが、少

し詳しく御説明いたしますので、別冊の宮崎県

中山間地域振興計画の素案本体をお願いいたし

ます。

ページをおめくりいただきまして、まず目次

ですが、この計画は、大きく３つの部分から構

成されております。第１章の「計画策定に当たっ

て」では、この計画の位置づけについて、第２

章の「中山間地域の現状」では、現状に簡単に

触れておりまして、第３章の「計画編」がこの

計画の本編になっております。

ページをおめくりいただきまして、１ページ

は、第１章、計画策定に当たってでございます。

１の計画策定の趣旨では、中山間地域は、水

源の涵養など公益的機能を有しながらも、人口

減少や農林業の低迷等によってその機能が低下

しており、計画の策定によって総合的に振興施

策を実施する必要があるとしております。

２の計画の性格と役割では、この計画が条例

に基づいて制定されるものであることについて

触れております。

３の計画期間は、総合計画アクションプラン

とあわせまして４年間としております。

４の計画の対象地域は、条例上の中山間地域

ということで、２ページの地図のとおりになっ

ております。

５の計画の進行管理では、主な施策実績の議

会への報告について記載しております。

ページをさらにおめくりいただきまして、３

ページですが、第２章、中山間地域の現状につ

いて。現状については第３章の計画編でも触れ

ておりますので、ここではごく簡単に触れてお

ります。中山間地域の人口は、本県全体の約４

割を占めておりまして、面積にして約９割を占

めております。集落の関係では、1,873集落のう

ち、冠婚葬祭、清掃活動等の集落機能が低下ま

たは維持困難となっている集落が約14％、今後

の人口減少が予想される集落が約８割となって

おります。日常生活の関係では、医師の偏在、

商店の閉鎖、バス路線の廃止等の問題が生じて

おります。産業の関係では、耕作放棄地の増加、

林業の採算性低下、鳥獣被害の増加、担い手の

不足といった状況がございます。

ページをさらにおめくりいただきまして、５

ページ目からは第３章、計画編でございます。

第１節、計画の目標（目指すべき姿）では、

「持続可能な中山間地域づくり」を目標としま

して、中山間地域の公益的機能を維持すること

によって、都市部との共生、互恵を実現すると

ともに、人口減少、高齢化社会に対応した地域

として全国的なモデルとなることを掲げており

ます。

第２節の施策体系では、中山間地域が県土の

約９割、人口の約４割を占めることを踏まえま

して、基本的には総合計画に基づいた各種施策

展開を前提としつつも、この計画では、中山間

地域における重要かつ特徴的な課題への対応を

図ることとしておりまして、集落の活性化、日

常生活の維持・充実及び産業の振興、この３つ

を基本的な施策の展開方向としてございます。

ページをおめくりいただきまして、７ページ

からは、第３節、施策の展開方向としまして、

分野ごとの若干具体的な内容を記載しておりま

す。
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１、集落の活性化の（１）内発的な活力の向

上としましては、集落点検の実施やいきいき集

落の認定について、（２）都市からの支援と交流

としましては、中山間盛り上げ隊の派遣や体験・

交流イベントの実施、定住自立圏構想の促進、

移住の促進等について。（３）次世代の育成とし

ましては、ふるさと学習、地区生徒寮の充実、

子育て応援県民運動等について。

ページをおめくりいただきまして、９ページ

には、（４）地域文化の保存・継承と活用として、

文化財の保護・継承等について記載しておりま

す。なお、下のほうの主な目標指標としまして

は、集落点検実施市町村数、いきいき集落認定

数等を掲げております。

10ページの２、日常生活の維持・充実の（１）

医療の確保及び高齢者保健福祉の充実としまし

ては、自治医大卒医師の配置、僻地診療所の整

備、巡回診療、医師の養成・確保、ドクターヘ

リの導入等について。

（２）生活必需品等の円滑な調達としまして

は、宅配サービスや移動販売等の買い物弱者対

策について。

ページをおめくりいただきまして、11ページ

には、（３）生活交通の確保として、コミュニティ

バスの運行、離島航路の維持、生活道路の整備

等について。

（４）水道の整備及び水環境の保全としまし

ては、簡易水道や下水道処理施設の整備につい

て。

（５）情報通信網の整備としましては、携帯

電話サービス未提供地域の解消やブロードバン

ドの活用について。

（６）安全で安心な暮らしの確保としては、

洪水、地震、津波、火山等の自然災害対策、自

主防災組織の育成、集落の再編整備等について

記載しております。

なお、ページをおめくりいただきまして、13

ページには主な目標指標として、常勤医師数、

社会福祉協議会数、自主防災組織の組織率等を

掲げております。

14ページの３、産業の振興の（１）農業の振

興としましては、収益性の高いラナンキュラス

等の生産、集落営農組織の育成、認定農業者や

農業法人等の担い手の育成・確保、農家民宿や

農家レストラン等の取り組みについて。

（２）林業の振興としましては、人工林資源

の循環活用システム、ページをおめくりいただ

きまして、15ページには、オフセットクレジッ

ト制度、バイオマス資源の活用、特用林産物の

生産振興による所得の向上、緑の少年団による

意識啓発等について。

（３）水産業の振興としましては、適切な水

産資源の管理、漁獲物の高付加価値化、漁港の

整備、津波対策等について。

（４）新たな産業の創出等としては、農商工

連携、６次産業化、新エネルギー、ソーシャル

ビジネス、企業立地、観光、建設産業等につい

て。

ページをおめくりいただきまして、17ページ

には、（５）鳥獣被害対策として、鳥獣被害対策

緊急プロジェクト、鳥獣被害対策マイスター、

狩猟者の確保等について記載しております。

なお、主な目標指標としましては、集落営農

組織数、林業就業者数、農商工連携・６次産業

化の事例数等を掲げてございます。

ページをおめくりいただきまして、最後の19

ページですが、第４節、計画の推進としまして、

県、市町村、住民等の連携・協働、県における

推進体制について記載しておりまして、県にお

ける推進体制としては、知事を本部長とする推
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進本部に加えて、支庁、振興局単位の中山間地

域振興協議会の設置、調査・研究の充実を掲げ

ております。

以上、簡単ではございますが、中山間地域振

興計画の素案について御説明させていただきま

した。

次に、委員会資料の９ページにお戻りいただ

きまして、計画策定のスケジュールでございま

す。これまで、市町村からの現状の聞き取り、

常任委員会における骨子案の報告、市町村との

意見交換会等を行ってございます。今後は、こ

の常任委員会で素案についてお諮りした後、パ

ブリックコメント、市町村への意見照会、地域

づくり団体等との意見交換会等を行いまして、

さまざまな調整や修正を行った上で９月議会に

提出させていただきたいというふうに考えてお

ります。

若干長くなりましたが、私からの説明は以上

でございます。

○長倉情報政策課長 私からは、地上デジタル

放送についてであります。移行が間近になって

きたところですので、県内の状況等について報

告いたします。

委員会資料の10ページをごらんください。

まず、１の地デジ移行日についてであります

が、御案内のとおり、平成23年７月24日、今度

の日曜日ですけれども、アナログ放送が終了し、

地上デジタル放送に移行します。

次に、２の県内の難視世帯等の状況について

でありますが、デジサポ―これは国から委託

を受けて地デジへの移行業務を行っている機関

ですが―それによりますと、平成23年７月１

日現在での難視世帯は633世帯となっておりま

す。なお、ここで言う難視世帯とは、そのすべ

てがデジタル放送を受信できないというもので

はございませんで、その可能性のある世帯数と

なっております。この難視の原因は、米印にあ

りますように、デジタル放送混信によるもので

ありまして、高性能アンテナの設置により難視

を解消できますが、これらの地域に対しては、

説明会の開催、戸別訪問、チラシ配布等の周知

を徹底しているところであり、難視が確認され

れば、移行日までに視聴できるようになると伺っ

ております。

なお、デジタル放送混信世帯とは、ページ下

の注１をごらんいただきたいと存じますが、他

県からのデジタル放送と混信するため、良好な

視聴ができない世帯でありまして、県内では日

向市、小林市、児湯郡の一部の地域に存在して

おります。

また上に戻っていただいて、（２）の地デジ難

視対策衛星放送対象世帯についてですが、同じ

く平成23年７月１日現在で416世帯となっており

ます。この世帯は、恐縮ですが、再び資料の下

の注２をごらんいただきたいと存じますが、地

デジ移行までに難視対策が間に合わない、また

は現時点で有効な対策がないといった場合に、

暫定的に衛星放送で地デジ放送を視聴する世帯

のことであります。なお、このうち有効な対策

がない世帯については、暫定措置の終了する平

成27年３月までに国において恒久対策が検討さ

れることになっております。

また、参考までに、地デジ対応受信機の世帯

普及率を記載しておりますが、デジタルテレビ

等の普及率は、昨年の12月現在で本県は96.9％

で全国第６位となっております。

次に、３、移行後に判明した難視世帯等への

対応についてであります。地デジ移行後にテレ

ビが視聴できないことが判明する方がいること

も予想されますので、移行後に、移行前と同様
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の相談体制や支援体制を一定期間継続すること

となっております。

説明は以上です。

○山下委員長 執行部の説明が終わりましたが、

委員の皆さん方の質疑をお受けいたします。

○鳥飼委員 自然エネルギー協議会のことにつ

いてお尋ねしたいと思うんですけど、35道府県

参加ということで７月13日に、これは全国知事

会とあわせて開かれたんですね。この中で不参

加県も12都県挙がっておりまして、先日テレビ

か新聞で、岐阜県が、自然エネルギーの持つ不

安定さについて他県にも知ってもらいたいとい

うことで出していたようですけれども、できる

だけしないようにするためのように私には見え

たんです。そういうところはいいとして、宮崎

県は、ソーラーフロンティア構想ということで

今まで積極的に取り組んでこられたんですけれ

ども、35の参加自治体の中で特徴的な取り組み

をもし把握しておられれば、御報告をいただき

たいと思います。

○茂総合政策課長 特徴的な取り組みというこ

とでございますけれども、例えば北海道は、先

ほど私、申し上げましたけれども、帯広でソフ

トバンク社と連携して実証実験をやりたいとい

うこともございますし、苫小牧に広大な工業団

地がありますけれども、そのあたりも何か活用

できないかということで検討されているという

ふうに伺っております。埼玉県でも、一定の土

地を確保しようということで努力されていると

いうことは伺っております。先ほど岐阜県のお

話もございましたけれども、私どもこの自然エ

ネルギー協議会の中に入ることによって、いろ

んな課題を含めて議論、検討していく必要があ

るというふうに考えておりまして、今回参加を

させていただいたということでございます。以

上でございます。

○鳥飼委員 北海道は泊原発があるんですよね。

横路さんが知事時代にゴーサインを出したとい

うふうに聞いておりますけれども、いずれにし

ても将来的に原発がどうなるかは別にして、原

発そのものは減っていくだろうと思います。自

然エネルギー、再生エネルギーの占める割合は

必然的に上がってこざるを得ないだろうと思い

ますから、そういう意味で先見性があって、部

長が次長の時代のころから一生懸命やってこら

れただろうというふうに思います。

そこで、自然エネルギーの中で、今言われた

ように、メガワット級のということで農地の問

題が出ていますよね、空き農地の件とか。農業

は大切ですから、それは困るよという人もおる

わけで、その辺の議論も今後十分していかなく

てはならないと思いますけど、農地に関して今

出ている意見がありましたら御紹介をお願いし

たいと思います。

○茂総合政策課長 今よく言われておりますの

が、休耕田といいますか、遊休農地を使ってで

きないかという議論をされておりますけれども、

耕作放棄地というのは条件が不利な中山間地域

に多いということであります。一方で、広大な

面積は優良農地になっているケースが多いと思

いますので、実際活用していけるのかどうか、

それあたりは農業政策との絡みが非常に大事に

なってくるのではないかというふうに考えてお

ります。現在、市町村にもこのあたりで適地が

あるかどうかという調査をかけておりますけれ

ども、現在のところ、具体的にここでという話

はないところでございます。以上でございます。

○鳥飼委員 この間、清武に行ったですね、清

武のソーラー……。あれで広さは何平米ぐらい

あるんですか。
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○茂総合政策課長 今おっしゃられたのは、清

武町のソーラーフロンティアの第２工場及びそ

の周辺地域のことかと思いますけれども、出力

としては自家消費用として１メガワットという

ことになっております。面積は今のところはっ

きりいたしておりません。

○鳥飼委員 休耕田、耕作放棄地、それから、

山岳じゃないですけれども、そういうことがで

きないようなところとか、工場立地を予定して

いたけれどもなかなか来ない。先ほど言われた

苫小牧は恐らくその件ではないかなと。非常に

立派な土地をテレビでは見ましたけれども、宮

崎の場合は、こんなことを言うと不謹慎と怒ら

れるかもしれませんね、工場予定地がなかなか

埋まらないという現状がありますから、そうい

うところも候補地になっていくのか。ただし、

広さがどうなのかと。今まで投資した分に見返

るものが出てくるのかどうかというのもあると

思うんですけれども、具体的に、今いろいろ議

論されているところで、宮崎県内では地域とし

てはどういうところがあるんですか。議論され

ているところがあれば。

○茂総合政策課長 具体的にここで検討が進ん

でいるというところはないわけですが、パネル

を設置して発電だけすればいいというものでは

なくて、発電した電気をどうやって送るのかと

いう、送電設備というか送電線の問題もありま

す。それについて九州電力との関係も出てくる

わけですけれども、送電線から離れているとこ

ろですと、新たに大規模な送電線を引っ張った

りしないといけないという大きな問題がござい

まして、このあたりを含めてコストがどうなの

かということになろうかと思います。これにつ

いては孫社長も言われていましたけれども、商

売としてやる以上は赤字を出してやるわけでは

ないので、そのあたりのコスト計算、課題とい

うのを十分検証して、それをクリアして事業化

できるものはしていくんだというお話でござい

ました。我々もそういうことを含めて今後具体

的に検討していく必要があるというふうに考え

ております。

○鳥飼委員 確かに言われるように、発送電・

配電の分離が議論の対象になってきているんで

すけど、特に東電管内で、日本の３分の１ぐら

いの規模の会社ですから、そこでの賠償の費用

を送電の担保で出してもらってというのも議論

が今から進むのかどうかわかりません。しかし、

前も議論にも出てきていると思うんですけれど

も、送電部門が、いわば公道ですね―私、プ

リウスに乗っていますけれども―関所代を取

るよというような、有料道路みたいなものに今

なっていますので、そこを公的なところが管理

していくということがないと、企業として成り

立たないんじゃないかということももちろん出

てくる。私もこの間テレビで見ていたんですけ

れども、事業として成り立たなければいつまで

もこれに固執はしないということを、事務局長

になられた孫正義さんは言っておられました。

しかし、進めなければ発展しないわけですから、

今のままの原子力発電がうまくいくとも思えな

いし、全廃をしてもなかなか急にはできないと

いうのも一つあると思うので、しっかりと宮崎

県で進めてきた事業を展開していくというのは

非常に大事ではないかと思っております。今後

とも、この自然エネルギー協議会の中で宮崎県

の意見なり、こっちに引っ張ってこれるものが

あれば引っ張ってきていただくということで、

ぜひ積極的にかかわっていっていただきたいと

いうことをお願いしておきたいと思います。

○前屋敷委員 ７ページ、政策提言のところの
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６番目に、各種規制緩和というのも位置づけら

れているんですけど、具体的に今想定されるも

のとしては、いろんな事業を立ち上げたりして

いく上でのことなんでしょうけど、どういうこ

とが想定されるか、わかれば。

○茂総合政策課長 これにつきましても、具体

的にはこれから検討が進められていくことにな

ると思いますけれども、農地法の関係が一番大

きいかと思います。それから、建築基準法の関

係ですとか、あるいは都市計画法の関係、そう

いったことが挙げられているようでございます。

○前屋敷委員 本来規制というのは、必要上規

制がされているというところなので、そんな簡

単に規制を緩和できるかどうかというのもある

ので、計画が進む中での議論なんでしょうけど、

ここはひとつ慎重なものが必要かなというふう

に思っています。

○右松副委員長 自然エネルギー協議会の関連

なんですが、孫さんの構想としては、出力２万

キロワットを超えるメガソーラーを全国10カ所

に設置するということを柱に据えているんです

が、35道府県が出ていますので、誘致合戦的な

要素も帯びてくるというふうに考えているんで

す。そこで、本県としてどれぐらい孫さんの構

想にしっかり乗っかるだけの考えがあるのか。

乗っかるのであれば、調査費用であったりかな

りの労力を要すると思うんですが、そのあたり

の今の現状を教えてください。

○茂総合政策課長 お答えいたします。この自

然エネルギー協議会と孫社長が言われているメ

ガソーラーというのがリンクしてよく言われる

わけですけれども、これはそれぞれ別物でござ

います。孫社長が提唱されているメガソーラー

はメガソーラーで一方にございますし、一方で

私どもが入っています協議会というのは、それ

を含めた形で将来のエネルギーのあり方につい

ていろいろ議論していこうと。特に自然エネル

ギーについて検討していこうという場だと考え

ております。そういう意味で、確かに誘致合戦

という報道等も一部あるわけですけれども、私

たちとしては決して競争してやっていくもので

はないというふうに考えております。少しずつ

条件を下げていってといいますか、安売りをし

てやっていくようなものではないと。土地を提

供するということになれば、例えば公有地であ

れば、本当にそれを安く提供していいのかとい

う議論も必要になってきますし、そういうこと

を含めながら、もちろん適地があれば十分検討

していく必要があると思っています。もっと広

い意味での将来のエネルギーのあり方というの

をこの中で議論していきたいというふうに考え

ているところです。

○星原委員 宮崎県中山間地域振興計画の説明

をいただいて、第１章の計画策定から、中山間

地域の現状、そして計画編という形で説明して

いただきました。現実に現状やらいろんなこと

はそのとおりであるんですが、私が地元におっ

て感じるのは、私の地域でも四家という地域が

あって、去年とおととしに小学校と中学校が廃

校になっていったんです。それはなぜかという

と、そこに若い人がいない、子供がいないから

学校が廃校になっていくわけですが、いろいろ

ここに書いてあるのを今眺めていても、書かれ

ていることは非常にすばらしいんですが、本当

に日々の環境の中で皆さん方が生活できるのか。

そこにおけるような状況になるためにはどうす

るのかということだろうと思うんです。だから、

今の現状を何とかこれ以上はというのはわかる

んですが、将来に希望を持たせる、その地域が

振興していく、活性化されていくということに
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なると、やはり世代ごとに子供から高齢者まで

その地域に住んでいて初めてその地域が守られ

ているということになるんじゃないかというふ

うに思います。子供たちがということになると、

若い人たちがその地域で生活できる環境がある

のかどうかなんですね、中山間地域で。生きて

いけるのかどうか、生活ができるかどうかとい

う、そういう体制になればそういう状況になっ

ていくと思うんですが、今の現状の中で、５年

先、10年先にどうやったら若い人たちがその地

域に住んでくれるのか、生活してくれるのかと

いうことで考えていかないといけないのかなと

いう感じがするんです。そこで生活していくと

なると、収入があるのかどうか、所得があるの

かどうか、あるいは子供たちを育てる環境になっ

ているのかどうか、あるいは医療とかそういう

面で不安はないのかどうか、そういうもろもろ

のいろんな形が中山間地域にある程度ないと、

やはり厳しいのかなという私は気がするんです。

そうなってきたときに、所得が守られていく

ためには、林業で食えるのかどうか、農業で食

えるのかどうか、食えるためにはどうするのか、

そこの部分がもうちょっと前面に出てきて、そ

こで十分生活してやっていけると。今、６次産

業化の話も出ているんですが、その地域に６次

産業化のための加工施設とかいろんなものがで

きていって、そこで働いて所得が維持できる、

集落が維持できる、そういう形に仕向けるため

にどうするかじゃないかと私は思うんです。そ

ういうものがなされない限りは、幾らいろいろ

言葉としてここに掲げられていても、本当にそ

こに住んでくれるのか、そこで生活が維持でき

るのか、その面が本当に守られるのかなという

ふうに思うんです。そういうことについての部

分がもうちょっと出てこないとどうなのかなと

いう気がするんです。せっかくこういうすばら

しい案が出てきて、このような形になっていけ

ばいいがなと思うんですが、私が地元に住んで

おって、早くそういうふうにならないと、過疎、

あるいは集落にだれもいなくなる状況―あ

と10年たってきたらそういう状況になると想定

しているんですが―その辺に向けての考え方

というのはどういうふうにとらえながらこの素

案ができているんでしょうか。

○福田中山間・地域政策課長 集落の維持、次

世代の育成についての御指摘かと思います。こ

の計画の中でも、次世代の育成については、８

ページの（３）の部分で、子育て世代を支える

環境づくりといったことを書いておりますが、

ただ、こういう子育て支援だけでは当然集落の

維持は難しいものと思っております。そこで重

要になってきますのが雇用あるいは就業、いわ

ゆる産業を守り立てていくような施策が必要だ

と思っております。例えば14ページにあります

ような農業の振興の中でいいますと、収益性の

高い品目を導入することによって少しでも収入

を上げて雇用をふやすと。あるいは林業の分野

におきましても、バイオマス資源の活用ですと

か、あるいは特用林産物の生産振興、こういっ

た面で所得が少しでも上がって、雇用が一人で

もふえるような取り組みをしたいと思っており

ます。ただ、農業、林業だけだと、これまでも

既にさまざまな取り組みをやってきております。

もちろんそれは加速度的にさらにやっていく必

要はあるんですが、加えて、16ページの（４）

でありますような新たな産業分野、農商工連携

ですとか６次産業化、ソーシャルビジネス、コ

ミュニティビジネス、こういった新しい分野に

ついても積極的に取り組んで、それによって雇

用確保をできれば向上させていきたいと思って
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おります。ここら辺の記述について、おっしゃ

るとおり、もう少し将来が見えるような姿にで

きないか、さらに検討を重ねたいと思います。

○星原委員 説明を受けるように、ここに書い

てあるように、そういう方向に流れれば私は何

も心配しないんです。皆さん方が素案をつくり

ながらの中で、前にも言ったと思うんですが、

その地域におりていって地域の生の声を聞いて、

ここに若い人たちが、皆さん方の子供さんやら

孫たちが住むためにはどうしたらいいのかとい

う話なんかを聞かれて、子供たちが帰ってくる

ためにはこうだとか、こういうふうにないとな

かなか厳しいですよという声があると思うんで

す。その辺のところがどれだけ反映されている

のかなという気がするんです。これは全国どこ

も同じような状況ですから、都市部と中山間地

域、そういう地域の格差という状況に置かれて

いるわけです。企業誘致といったときにどうい

う企業が来てくれるのか、あるいは大学を終わっ

て子供たちが田舎に帰ってその企業で働くだけ

のそういうものを求めているのかどうか。若い

人たちが将来に向けて、嫁さんをもらって子供

を育ててそこで生活するためにはどういったも

のを希望している、期待しているのかという、

そういうものにこたえていかないと、多分守れ

ないというふうに思うんです。ですから、皆さ

ん方いらっしゃいますが、自分たちの子供が大

学を終わって、皆さん方は今、宮崎市内に住ん

でいるとしたら、自分が生まれた地域に自分の

子供たちが住む形を想定したときに、どういう

ふうにしないと住んでくれないか、子供たちが

その地域で生活できるように保てるかどうか。

そういう想定をしながらの中で素案をつくって

いって、この地域で生活すれば300万収入があり

ますよ、500万収入がありますよというものが最

低ないと、空気がいい、環境がいい、自然がい

いとか、それはそれでまたすばらしい地域なん

ですけれども、じゃ、生活の面で、子育て、子

供の学校の状況とか。我々の地域でも、昔、開

拓に入っていた人たちもみんな都城に近いほう

に、町に近いほうに転居しているんです。その

地域は、今出たように耕作放棄地になったりい

ろいろして。そういう耕作放棄地なんかが進ん

でいる地域に本当に人が住むのかどうか、住ま

わせるにはどうするのか、そういうものが現実

論としてもう少し練られていないと。

ここに新たな産業の創出と言葉としては並べ

てあるんですが、本当にそういう形が、現実に

３年後にはこうなって、５年後にはこうなっ

て、10年後にはこういう形の中山間地域ができ

上がりますというような、あるいはそのために

は今何をしていくべきだというものまで考えた

形でないと、あくまでも机上でなっているよう

な気がするものですから。現実に地域におりて

いって、今住んでいる人たちが、自分の子供や

孫たちに帰ってきてほしいけど、なかなか帰っ

てこれない状況にある。そこの悩みの部分をい

かに取り入れていくかということが大事じゃな

いかという気がするんですが、その辺のことも

ひっくるめた上でこの素案ができているととら

えていいんですね。

○福田中山間・地域政策課長 委員からの御指

摘は、現実味のある計画、しかも地域の声を踏

まえた計画にすべきだということかと思います。

確かにおっしゃるとおり、項目をただ単に羅列

するだけの計画であれば、計画をつくる意味が

ないというふうに私も思っております。実際私

も現地のほうに足を運ばせていただきまして、

中山間地域の、それも、そこから先に集落がな

いような行きどまりの集落に現地視察させてい
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ただきました。そこは自然的、地理的な条件が

かなり厳しい集落ではあったんですが、いろい

ろ新たな取り組みをやっておりました。例え

ば、14ページに書かせていただいたような収益

性の高い品目、具体的には、そこではラナンキュ

ラスの花のハウス栽培に新たに取り組んでいま

して、その地域の奥様方が10人程度雇用されて

おりました。あるいは農家民宿をそこの地域の

リーダーになるような方がされていまして、そ

こもかなり人気があって交流が進んでいるとい

うふうに聞きました。いろいろ見聞きしたこと

もこの中にちりばめているつもりでして、そう

いった地に足のついた分野を取り組んでいきた

いということでこの計画をつくらせていただい

ております。

○星原委員 そこで、私はこの計画自体否定す

るつもりはないんだけど、時代が変わっていく

こと、10年後の社会がどういうことになってい

るかというと、教育委員会に聞かれると、この10

年間で、県内でも廃校になっていく小中学校と

いうのは結構出てくると思うんです。というこ

とは、私は、住む場所と働く場所を今後はひょっ

としたら区分けしなくちゃいけないんじゃない

かという気がするんです。地域の町の周辺に住

んで、仕事として山で働く、田んぼや畑をつく

る。今は道路もできて便利になっているわけで

すから、そういう場所に出かけていく。子供た

ちは、塾があったり、病院が近かったり、学校

が近かったり、物を買うでも、生活する場所と

―親は10分、20分、30分かけて農場まで働き

に行く、山まで働きに行く。ひょっとしたらそ

ういうふうに住環境と仕事をする場所とを区分

けした感覚というのもどこかに取り入れながら、

自然を守り、その地域のものを守っていくため

にはどうしたらいいのか、そこまで踏み込んで

いかないと、今の現状のままに集落を守ってい

きましょうといったって本当に守れるのかとい

うふうに思うんです。考え方としては、住む場

所、働く場所を区分けすること、中山間地の災

害が起きないためにはどうするのか、自然を守っ

ていくためにはどうするのか、生活して生きて

いくためにはどういう形がいいのか、そういう

ものを複合して考えて、どういう形がいいのか。

道路が整備されていなきゃ道路を整備すれば、

車で30分あればその地域の中、大概のところは

動けると思うんです。そういうことの発想もど

こかに取り入れていかないと、本当に中山間地

を守ろうといって守れるのかどうか。企業誘致

でも、企業も奥まったところにつくるより、交

通利便性のいい場所に置いてのほうが企業のメ

リットも高いでしょうし、物を運んだりいろい

ろする分には、集めてくればいいわけですか

ら。

中山間地は守らにゃいかんわけですから、守

り方を、方法を、もう少し考え方を変える必要

があるんじゃないかと、常々地元に住んでおっ

て思うんですが、そういう発想というか考え方

というのはないものなんですか。

○渡邊県民政策部長 今の発想については、こ

の計画の12ページに集落の再編整備等というの

はあるわけです。実は集落の再編というのは、

中山間地域の振興あるいは構造をどうするかと

いうことで、持続可能な中山間地域づくりをす

るために集落再編というのは避けて通れない一

つの方法であるということは、数年前から言わ

れているわけでございます。かつて諸塚の村長

さんが通勤林業という話をされました。日向に

住んで、諸塚の山に行ってそこで仕事をされる

―これは学校等の関係で日向に住むというこ

とです。これは中山間地エリア内での一つの話
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でございますけど、本県の全体構造を見ますと、

そういう集落再編をやって、地域の密度を高く

して、住民の住む密度を高くして、地域の国土

保全とかそういう機能を守っていくという、確

かにそういう方向を今後構築しなければいけな

い。したがいまして、12ページあたりもそうい

うことを考えているわけでございます。

それともう一つ、先ほど星原委員が言われま

したけど、全体的に中山間地域の特徴あるいは

課題、県域はほとんど中山間地でございますの

で、全体的にはアクションプランでいいわけで

ございますが、やっぱりそれではいけない。そ

の中で特徴をとらえるということで、集落の問

題、日常生活の維持の問題、そして何よりも産

業・雇用、そこに住むためには何で食っていく

かということでございますから、産業振興とい

うことで３つに絞ってこういう落とし方をした

と。かつ、基本的には、政策の基本的な展開の

方向でございますので、これは４年間の計画で

ございますが、毎年の事業展開にいかに魂を入

れるかという話だろうと思っているんです。こ

こに書いてあることは各委員の皆さんも御理解

いただけると思っているんですが、問題は、具

体的な事業をどういう形で進めていくのかとい

うのがやはり勝負かなと我々は思っていまして、

そのあたりも本当に魂を入れた一つの事業展開

といいますか、そうでないとこの計画は生きな

いということで我々は思っています。そういう

ことでこの計画を今作業中ということで御理解

いただきたいと思います。

○星原委員 よろしくお願いします。

○宮原委員 中山間地域の関係で、計画策定の

スケジュールというところで、６月から７月に

かけて市町村等との意見交換ということで、県

内８地域ということなんですが、この条例をつ

くられて、白のところは中山間地域ではないと

いうことなんですけど、この部分も意見交換と

いうときには出てこられるんですか。

○福田中山間・地域政策課長 御指摘のとおり、

中山間地域、県内の９割の面積が入っておるん

ですが、一部入っていない市町村もございます。

ただ、中山間地域の振興を図るに当たりまして、

中山間地域だけではなくて、逆に中山間地域と

そうでないところの交流・協力・連携、これも

重要だと考えておりますので、そういったとこ

ろにも会議のほうには出席いただいて意見交換

させていただくようにしております。

○宮原委員 議員発議でつくった条例ですので、

口蹄疫が発生したところが入らないということ

で非常に心配したんです。口蹄疫の復興という

形でその地域の振興は別に図られるだろうとい

うことであったんですけど、今言っていただい

たように、御理解がいただけるかどうかいろい

ろ不安はあるんですけど、やはり参加していた

だいて意見交換をしていただき、県全体として

中山間地域のあり方ということを議論していた

だいて、これがいいものになればいいなという

ふうに思っておりますので、よろしくお願いし

たいと思います。

今後のスケジュールのところで、地域づくり

団体との意見交換ということなんですけど、こ

の地域づくり団体というのは県のほうから声を

かけるんでしょうか、市町村にお願いして声を

かけるということなんでしょうか。

○福田中山間・地域政策課長 ８月10日に予定

しております地域づくり団体ですけれども、県

のほうで宮崎県地域づくりネットワーク協議会

という協議会が既にありまして、そこの役員の

方に来ていただいて意見交換させていただきた

いと考えております。
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○宮原委員 大変だと思いますが、いい形になっ

て、そして振興に結びつくように頑張っていた

だきたいと思います。

もう一点、10ページの地上デジタル放送のと

ころで、注１、デジタル放送混信世帯という地

域で、日向市と小林市と言われたんですが、小

林だと、須木が小林市になりましたから、あの

奥なのかなという感じもするんですけど、その

場所と、日向市とたしか言われたですよね、日

向市が混信するんですか。

○長倉情報政策課長 小林市につきましては、

東方地区が鹿児島のほうの電波を拾ってしまう

ということで、たまたま宮崎県と一緒だという

ことで混信をしているということでございます。

先ほどおっしゃいました日向市等につきまして

は、愛媛県からの電波を拾います。デジタル放

送でございますので、今の電波よりも直進性が

高い。海は越えないだろうという感じだったん

ですけど、たまたま愛媛の教育テレビ―今は

Ｅテレというんですか―と同じ周波数を使っ

ておりまして、それを拾ってしまうと。先ほど

は必ずしも全世帯がと申し上げましたけれども、

海側のほうに何らかの遮へい物なりがあれば来

ないわけで、内陸部に来るといろんなものがあ

りますから、当然来ないということで、海側の

地域に一部そういう可能性があるところがある

ということになっております。

○宮原委員 よくわかりました。たまたま県境

あたりにそういう状況があるのかなと思ったら

全然違うんですね。私の思いがちょっと違って

いましたけど、ありがとうございます。

○前屋敷委員 振興計画案のことについてです

けれども、今、論議もずっとされてきましたけ

ど、やはり本当にそこで生活できる環境をどう

つくるかという点では、そうなるような具体的

なものがもう少し見えてくることも必要ですし、

今後そういう論議にも、この中身も深まってい

くんだろうと思うんです。そういったときに、

そこの地域に住む人々がどういうふうな地域を

つくりたいのかということが根底にないと、こ

ういう計画をつくってこのとおりいきますよと

いう机上の計画だけで進むというのは、やっぱ

り私は間違いじゃないかなというふうに思うん

です。実際そこに暮らしておられる方々がどう

地域を変えて住みやすい状況にしていくのかと

いうことを基本に置いて、その上でいろんな積

み重ねをやって具体化していくということが大

事だと思っているんです。ですから、そこをぜ

ひ大事にしていただきたい。

あと、今後のスケジュールの点で、きょうが

済んだらパブリックコメントの手続に入って、

市町村に対する意見の照会ということになって

いますが、約１カ月の期間なんですね。８月19

日までということになっています。パブリック

コメントになると、県民の方々のいろんな御意

見などが集約されることになるんですけど、こ

の期間で果たしていいのかどうかということも

あったりして、９月の議会に議案を提出すると

いうことになるとこういうスケジュールになっ

てしまうことはわかるんですけれども、一番現

地の状況をわかっているのは市町村だと思うん

です。ですから、そういった意見をもっと集約

するというか、中身が詰まったものにしていく

という点では、１カ月でいいのかなということ

もあって、その辺のところの検討も必要かなと

いうふうに思っていますので、ひとつそこら辺

のところを意見として申し上げたいと思います。

○福田中山間・地域政策課長 御指摘のとおり、

単なる計画の押しつけではなくて、むしろ集落

の住民の方の自発的な活力を引き出すようなも
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のにする必要があると思っております。そうい

う意味で、この計画の７ページのところで、集

落の活性化の中に、１番目の項目としまして、

内発的な活力の向上があくまでも原則なんだと

いうことを示しております。

もう一つ御指摘のありましたパブリックコメ

ントについてでございます。１カ月ということ

である程度確保させていただいたつもりであり

ますので、この周知を徹底したいと思っており

ますとともに、市町村あるいは地域づくり団体、

こういう関係者に対して、待ちの姿勢ではなく

て、こちらから意見を伺いに行って、情報提供、

意見提供していただくということもやっていき

たいと思っております。

○前屋敷委員 地域に住む方々の意見が集約さ

れるという点では、今、情報の提供を言われま

したけど、自治体を通してになるかと思うんで

すけど、その地域にこういう方向性が示されて

いるということが周知徹底されて、より自分た

ちの問題として受けとめられるようなことにな

らないと、いろんな発想や意見は生まれてこな

いかなというふうに思いますので、その辺のと

ころの周知徹底を十分に進めていただきたい。

そして、いろんな意見を集約してよりいい計画

にしていただきたいと思います。

○外山委員 さっき部長は、この振興計画は魂

を入れてやる必要がある、その魂は事業だとい

うことを言われた。今後どうあるかというソフ

トの面とハードの面があると思うんです。ソフ

トの面は多少費用はかかっても、問題はハード

の基盤整備で、道路の整備とか集落の再編とか

漁港の整備とか、そういうのをずっと羅列され

ています。すばらしいことが書いてある。しか

し、具体的な費用がどのくらいかかるかという

ことは全くこれでは触れていません。しかもこ

れは実質的に３年ですね。そういう具体的な費

用の、総枠でこのくらいでやるんだというもの

がなければ、これは絵にかいたもちだと思うん

です。そこ辺の考えはどうなんですか。

○渡邊県民政策部長 なかなか難しい質問なん

ですが、県の総合計画がありますが、あのアク

ションプランでも、全体的にどれぐらい予算を

かけてやるのかとか、計画をつくるといつもそ

ういう話が出ます。確かに我々としてもそうい

う側面で、計画のより実効性、あるいは目標を

立てながら進捗をちゃんと測定する意味では、

そういうものを立てなけりゃいけないという認

識はあります。そういう中で、基本政策項目ご

とにそれぞれ目標値は一応立てております。た

だ、社会資本整備に関しては、13ページに若干、

例えば生活排水処理率とか河川改修率とか道路

防災対策の進捗率とか、こういうものは一応立

てているわけでございまして、これは各部と最

終的に調整を今後やっていきますけど、その中

でできるだけ数値が出せるものについては出し

ていきたいと思いますし、これを予算額で出す

のかあるいは進捗状況で出すのか、そのあたり

は今後十分議論せんないかんなと、検討しなきゃ

いけないというふうには認識しております。

○外山委員 私は、これを現実のものにするた

めには４年間というのは短いと思うんです。こ

としは準備でしょう。実質的に３年ですね。こ

こにいろんなすばらしいことが書いてあるけど、

それが実現できるかというのは非常に……。だ

から、何で４年に区切ったのか。もうちょっと

長いほうがいいと思いますし、それから、事業

をやるには予算が要る、そこのところの押さえ

込みですね。県民政策部ですから、県を統括し

ていくわけです。各部にまたがったところを全

部押さえて、この事業をやるためには総枠この
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くらいの事業費を確保してやるんだというもの

がどこかにないと、これは本当に生きた計画に

ならないと思う。総合計画はそういうのは入れ

なくてもいいですよ。これはその中の一部分の

中山間の各論の中の計画ですから、やっぱり具

体的にそこ辺を入れるべきだと思います。積算

してあるんですか、ここに書いてあることをや

るために。

○渡邊県民政策部長 ここの事業に対して、こ

としどういう事業をやっているかということは、

今ずっと並べて検討しているところでございま

す。具体的に総額で幾らというのが、公共事業

も含めてどういう形で把握できるか、そこは今

後検討しなければいけないと思っています。

それともう一つ、計画期間の話がありました。

中山間地対策というのは、非常に重要な県政の

大きなテーマでございます。アクションプラン

が４年、このアクションプランと計画をちゃん

と合わせたということです。知事の任期とも合

わせています。現政権でちゃんと進行管理まで

とる。これはアクションプランと同じでござい

まして、それだけ我々としてはこの計画の大切

さというのを認識していると。

それと、これは26年まででございますけど、

次に、そのときの中山間地の状況をあわせてま

た全体的に見直していくと、そういう計画のほ

うが我々としては実効性のある計画になる。そ

ういう認識で26年までというふうにしていると

ころでございます。

○外山委員 私は、表に出すか出さないかは別

として、内部では、この事業にはこのくらいか

かるという金額を押さえ込んで、できたら、トー

タルでこの事業をやるにはこのくらい要るとい

うのを全庁的に認識させるためにはどこかに入

れるべきだと。御検討ください。きょうはこれ

以上は要りません。

○右松副委員長 中山間地域振興の別の切り口

としまして、宮崎の中山間地域は資源の宝庫だ

というふうに思っています。そういった中で、

宮崎の大事な地域資源を守っているのは中山間

地域の人たちだという啓蒙・啓発活動ですね。

住民の皆さんには誇りを持ってもらって、私た

ち県民は敬意を表していくという取り組みが必

要だと思うんです。

その重要な地域資源の一つの水源について質

問をさせてもらいたいんですけれども、横浜市

が、市の水源地に当たる山梨県の道志村という

ところに対して、森林保全とか育成のための支

援として、造林補助金の支払いであったり、基

金の設置であったり、あるいは水源涵養林地の

一部買い上げ、そういった形で、上流地域を経

済的・非経済的に支援しているという事例があ

ります。宮崎は水の宝庫でありまして、宮崎の

水源地の中身について調べていただければあり

がたいんですけれども、水源地が、国が持って

いるもの、県が持っているもの、あるいは宮崎

の民間人が持っているもの、そしてもう一つは

外国の企業なり人なりが水源地を買い取ったり

していると、そういった水源地の所有の割合関

係はわかりますでしょうか。

○福田中山間・地域政策課長 水源の涵養につ

いての御質問でございますが、この計画の中に

も水源の涵養機能を高めるための施策としまし

て、15ページの上から２つ目の丸でございます

が、これは企業局が今やっている事業になりま

すけれども、緑のダム造成事業ということで、

水源涵養機能の高い森林を整備する事業をやっ

てございます。もう一つ、所有者別のデータで

すけれども、所有者別のデータというのは持ち

合わせておりませんが、国のほうで今そういっ
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た議論をされていまして、森林法の改正がこの

たびなされました。この改正の中で、森林を新

たに所有する場合に届け出制にして、所有者な

りを把握していこうという動きが出てきており

ますので、こういう国の動きも踏まえながら、

県としての対応も図っていきたいと思っており

ます。

○右松副委員長 水源地の所有に関しては、県

のほうでわかる範囲で構いませんので、情報を

いただければありがたいです。

そして、もう一点、所得の問題が先ほど来出

てきています。中山間地域で、林・農業雇用支

援で、中長期的な視野で生活水準が保てるよう

な雇用対策を講じていくという一方で、これは

賛否両論あると思うんですが、これだけ過疎化

であったり、集落機能が低下している現状をか

んがみたら、公的支援というのを、個人支援を

真剣に考えていく時期にも来ているのかなと

思っています。私の勉強不足でしたら申しわけ

ないんですが、均一性はとれないんですが、こ

れだけひどい状況になってくれば公的支援も必

要だという観点で、住民税の減税だったり、あ

るいは福島県では、農地などが有する環境保全

など多目的効果を支援する目的も考慮して、農

業者に対して直接交付金を支払う制度ができて

います。こういった取り組みを県としてはどの

ように考えていらっしゃいますでしょうか。

○福田中山間・地域政策課長 おっしゃったよ

うな趣旨の施策については、国のほうでもいろ

いろ検討されておりまして、それが施策として

出てきておりますのが、14ページの（１）農業

の振興の④の１つ目の丸でございまして、中山

間地域等直接支払制度ということで、例えば中

山間地域で条件が不利な場所で農業を一定期間

以上続けるという場合に、直接的にお金を交付

するというような事業もやっておりますので、

こういった事業を使いながら、宮崎県としても

中山間地域の振興を図ってまいりたいと考えて

おります。

○山下委員長 この中山間地域振興計画なんで

すが、17ページの鳥獣被害対策、18ページにあ

る程度数値目標やら書いてあるんですが、中山

間地域を守っていただく方、米１俵の生産原価

ですね、例えば平場で３反歩の面積のところで

つくる米１俵の費用と、中山間地域でつくられ

る一俵の労働対価というのは数段価値があるん

です。私どもも中山間地域に行きましたときに、

植え込んで、せっかく鳥獣被害対策のネットを

張ったのに、収穫目前で被害に遭われる実態と

いうのをずっと見てきているんですが、本当に

限界だろうと思うんです。それで、荒れ地が中

山間地域を中心にどんどんふえてきているだろ

うと思うんですが、戸別の所得補償がない中で

中山間を守っていただいているんです。

この振興計画の中を、私、見ましたときに

―７月17日の宮日の記事を見られましたか。

猟友会の人たちの減少というのが出ておったん

ですけど、規制強化や高齢化が要因で猟をされ

る方がどんどん少なくなっている実態というの

をいろいろ聞く中で、なぜここに猟友会の皆さ

ん方の数値目標も入れられないのかなというこ

とを見たんですが、それの検討というのはなさ

れてきたんでしょうか。具体的な対策というの

を。

○福田中山間・地域政策課長 御指摘のとおり、

鳥獣被害の問題は、中山間地域の問題としてか

なり重要度の高いものだと認識しておりまして、

県内の狩猟登録者ですけれども、5,000人程度い

ると。高齢化が進む中で新規参入者の確保が必

要だろうという認識は我々も持っておりますし、
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環境森林部のほうでも持っております。この指

標の中にどういったものを入れるかということ

で、今は、マイスターですとかモデル集落を入

れておりますが、委員長からの御指摘でもあり

ますので、狩猟者についてここに入れられない

かどうか。私は、入れたいと、ここで申し上げ

たいんですが、環境森林部が所管しております

ので、持ち帰って検討、調整させていただけれ

ばと思っております。

○山下委員長 猟友会の米良会長さんのお話を

私も何回か承っているんですが、山村に住んで

おられる農業者の若手の人たちとか、建設業に

携わっておられる方とか、いろんな人たちに呼

びかけて、ぜひ狩猟免許を取っていただく手だ

てをやっていきたいということを言っておられ

たんです。環境森林部ともいろいろ御相談して

いただいて、ある程度数値目標を出していただ

くと目標ができるのかなと思っていますけど、

ぜひ御検討をお願いしたいと思います。

よろしいでしょうか。質疑がなければ、県民

政策部を終了いたします。どうもお疲れさまで

した。ありがとうございました。

暫時休憩いたします。

午後０時８分休憩

午後０時10分再開

○山下委員長 委員会を再開いたします。

そのほかありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○山下委員長 なければ、以上をもって本日の

委員会を終了いたします。お疲れさまでした。

午後０時10分閉会




